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いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

地域包括ケアシステムの姿

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０
分以内に必要なサービスが提供される日
常生活圏域（具体的には中学校区）を単
位として想定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス
（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入所者生活介護

等

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院
通所・入所

病院：
急性期、回復期、慢性期

病気になったら･･･

医 療 介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス

地域包括ケアシステムの構築について

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らし
い暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される
地域包括ケアシステムの構築を実現。

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域
包括ケアシステムの構築が重要。

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する
町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の
特性に応じて作り上げていくことが必要。



高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるようにするた
め、介護、医療、生活支援、介護予防を充実。

低所得者の保険料軽減を拡充。また、保険料上昇をできる限
り抑えるため、所得や資産のある人の利用者負担を見直す。

介護保険制度の改正案の主な内容について

②費用負担の公平化①地域包括ケアシステムの構築

地域包括ｹｱｼｽﾃﾑの構築に向けた地域支援事業の充実

* 介護サービスの充実は、前回改正による24時間対応の定期
巡回サービスを含めた介護サービスの普及を推進
* 介護職員の処遇改善は、27年度介護報酬改定で検討

サービスの充実
低所得者の保険料の軽減割合を拡大

・給付費の5割の公費に加えて別枠で公費を投入し、低所得者の保険
料の軽減割合を拡大

低所得者の保険料軽減を拡充

①全国一律の予防給付(訪問介護・通所介護)を市町村が
取り組む地域支援事業に移行し、多様化

重点化・効率化

①一定以上の所得のある利用者の自己負担を引上げ
・ ２割負担とする所得水準を、６５歳以上高齢者の所得上位20％と

した場合、合計所得金額160万円（年金収入で、単身280万円以

上、夫婦359万円以上）。ただし、月額上限があるため、見直し対

象の全員の負担が2倍になるわけではない。

・ 医療保険の現役並み所得相当の人は、月額上限を37,200円か

ら 44,400円に引上げ

②低所得の施設利用者の食費・居住費を補填する「補足
給付」の要件に資産などを追加
・預貯金等が単身1000万円超、夫婦2000万円超の場合は対象外

・世帯分離した場合でも、配偶者が課税されている場合は対象外

・給付額の決定に当たり、非課税年金（遺族年金、障害年金）を収

入として勘案 *不動産を勘案することは、引き続きの検討課題

重点化・効率化

○ このほか、「2025年を見据えた介護保険事業計画の策定」、「サービス付高齢者向け住宅への住所地特例の適用」、 「居宅
介護支援事業所の指定権限の市町村への移譲・小規模通所介護の地域密着型サービスへの移行」等を実施

* 段階的に移行（～２９年度）

* 介護保険制度内でサービスの提供であり、財源構成も変わらない。
* 見直しにより、既存の介護事業所による既存サービスに加え、NPO、
民間企業、住民ボランティア、協同組合等による多様なサービスの
提供が可能。これにより、効果的・効率的な事業も実施可能。

②特別養護老人ホームの新規入所者を、原則、要介護３
以上に限定（既入所者は除く）
* 要介護１・２でも一定の場合には入所可能

* 保険料見通し： 現在5,000円程度→2025年度8,200円程度

* 軽減例： 年金収入80万円以下 5割軽減 → 7割軽減に拡大

* 軽減対象： 市町村民税非課税世帯（65歳以上の約３割）

①在宅医療・介護連携の推進

②認知症施策の推進

③地域ケア会議の推進

④生活支援サービスの充実・強化



【財源構成】

国 25%

都道府県
12.5%

市町村
12.5%

1号保険料
21%

2号保険料
29%

【財源構成】

国 39.5%

都道府県
19.75%

市町村
19.75%

1号保険料
21%

介護予防給付
（要支援1～２）

介護予防事業
又は介護予防・日常生活支援総合事業
○二次予防事業
○一次予防事業
介護予防・日常生活支援総合事業の場合
は、上記の他、生活支援サービスを含む
要支援者向け事業、介護予防支援事業。

包括的支援事業
○地域包括支援センターの運営
・介護予防ケアマネジメント、総合相談支援

業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援

任意事業
○介護給付費適正化事業
○家族介護支援事業
○その他の事業

新しい介護予防・日常生活支援総合事業
（要支援1～２、それ以外の者）

○介護予防・生活支援サービス事業
・訪問型サービス
・通所型サービス
・生活支援サービス（配食等）
・介護予防支援事業（ケアマネジメント）

○一般介護予防事業

包括的支援事業

○地域包括支援センターの運営
（左記に加え、地域ケア会議の充実）

○在宅医療・介護連携の推進

○認知症施策の推進
（認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員等）

○生活支援サービスの体制整備
（コーディネーターの配置、協議体の設置等）

介護予防給付（要支援1～２）

充
実

現行と同様

事業に移行

訪問看護、福祉用具等

訪問介護、通所介護

多
様
化

任意事業
○介護給付費適正化事業
○家族介護支援事業
○その他の事業

地
域
支
援
事
業

地
域
支
援
事
業

介護給付 （要介護1～５） 介護給付（要介護1～５）

新しい地域支援事業の全体像
＜現行＞ ＜見直し後＞介護保険制度

全市町村で
実施



訪問看護、福祉用具等
※全国一律の人員基準、運営基準
※訪問介護・通所介護は総合事業によ
るサービスへ移行

介護予防給付

介護予防・生活支援サービス事業対象者要 支 援 者

総合事業

※チェックリストで判断

一般介護予防事業（その他体操教室等の普及啓発等。全ての高齢者が対象。）

一般高齢者

市町村・地域包括支援センターがケアマネジメントを実施

新しい介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）
○ 介護保険制度の地域支援事業の枠組みの中で、平成２４年度に導入した介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）を発展的に見

直し。現在、事業実施が市町村の任意となっているが（※）、総合事業について必要な見直しを行った上で、平成２９年４月までに全ての

市町村で実施 （※）２４年度２７保険者が実施、２５年度は４４保険者が実施予定

○ サービスの種類・内容・人員基準・運営基準・単価等が全国一律となっている予防給付のうち、訪問介護・通所介護について、市町村が

地域の実情に応じ、住民主体の取組を含めた多様な主体による柔軟な取組により、効果的かつ効率的にサービスを提供できるよう、地域

支援事業の形式に見直す。（平成２９年度末には全て事業に移行）。

○ 総合事業の事業費の上限は、事業への移行分を賄えるように見直し。

○ 訪問介護・通所介護以外のサービス（訪問看護、福祉用具等）は、引き続き予防給付によるサービス提供を継続。

○ 地域包括支援センターによるケアマネジメントに基づき、総合事業のサービスと予防給付のサービス(要支援者)を組み合わせる。
○ 総合事業の実施に向け基盤整備を推進。

○ 国は、指針（ガイドライン）を策定し、市町村による事業の円滑な実施を支援。

介護予防・生活支援サービス事業
①訪問型・通所型サービス（運動・口腔・栄養改善事業等を含む）
②栄養改善を目的とした配食、定期的な安否確認・緊急時対応 等

※事業内容は、市町村の裁量を拡大、柔軟な人員基準・運営基準





１．要支援認定者数                           （平成２５年３月末現在）

人 数 割 合 

要支援・要介護認定者 ５６，６５０人 １００．０％

うち、要支援認定者 １５，６６９人 ２７．７％

うち、要支援１ ８，１０２人 １４．３％

うち、要支援２ ７，５６７人 １３．４％

２．サービス利用者数                          （平成２５年３月末現在）

人 数 割 合 

サービス利用者数 ４２，５２０人 １００．０％

 うち、要支援認定者 ９，９３２人 ２３．４％

うち、訪問介護 ※ ６，３１８人 １４．９％

うち、通所介護 ※ ３，２９８人 ７．８％

※両方のサービスを利用している場合あり 

３．サービスごとの予防給付費            （平成２４年度決算額）

サービス種別 平成２４年度決算額 

予防給付 
訪問介護 １，３３１，９３４千円

通所介護 １，２００，１３９千円

４．本市における介護予防給付の利用状況 
（※ 平成 25 年 7 月の 1 か月間に、地域包括支援センターにおいて作成した 640 名分の「予防給付ケアプラン」の内容を調査したもの。） 

本市の要支援認定者の状況 

○ 約６０％は訪問介護を利用しており、約３５％は通所介護を利用 

○ 訪問介護利用者のうち、９９％が「生活援助」を利用しており、「身体介護」を利用しているのは５％

○ 「生活援助」利用者のうち、９６％が「掃除」を利用、２８％が「買い物」を利用。２８％が「調理・

配下膳」を利用 



本市における新しい介護予防・日常生活支援総合事業のイメージ図

要介護１～５ 要支援１・２

要介護・要支援認定者約57,000人

一般高齢者

６５歳以上の高齢者約266,000人

介護給付 予防給付

約206,000人約41,000（72%） 約16,000人（28%）

現 行

介護給付

訪問型サービス

通所型サービス

生活支援サービス

ＮＰＯ、民間事業者等による掃除・洗濯等の生活支援サービス

住民ボランティアによるゴミ出し等の生活支援サービス住民ボランティアによるゴミ出し等の生活支援サービス

既存の訪問介護事業所による訪問介護

ＮＰＯ、民間事業者等によるﾐﾆﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

コミュニティサロン、住民主体の運動・交流の場コミュニティサロン、住民主体の運動・交流の場

既存の通所介護事業所による機能訓練等の通所介護

社会参加による生きがい・介護予防の推進
（健康づくり活動、地域活動、ボランティア活動等）

見直し後

一般介護予防事業（百万人の介護予防事業、公園で健康づくり事業 等）

配食等

【多様な生活支援サービス】

〔市のサービス〕

○訪問理美容サービス ○福祉有償移送サービス
○日常生活用具給付 等

〔民間のサービス〕

○ワンコインサービス（ゴミ出し・布団干し等）[シルバー人材センター] ○買物支援
○外出介助サービス ○訪問販売 等

これまで通り地域包括支援センターによるケアマネジメントに基づき提供

一次予防事業（百万人の介護予防事業、公園で健康づくり事業 等）
二次予
防事業

介護予防普及啓発事業

基本チェックリストの送付

介
護
予
防
・生
活
支
援

サ
ー
ビ
ス
事
業

一部は、担い手としても参加
（住民主体のサロン活動等）

総
合
事
業
の
範
囲

※平成２５年１２月末現在の数値を使用

予防
給付

新しい介護予防・日常
生活支援総合事業

多

様

な

サ
ー

ビ

ス
の
例

○ 介護サービス事業者をはじ
め、ＮＰＯや民間企業、ボラン
ティア団体など、多様な主体
による事業の受け皿を整備
○ 移行にあたっては、一定程
度時間をかけて準備を行い、
段階的に移行
○ これまでの取組による本市
の資源を最大限活用



介護保険制度の見直しのうち、要支援認定者に対する予防給付（訪問介護・通所介護のみ）につい

て地域支援事業への移行の検討にあたり、以下のとおり調査を実施する予定。 

１．要支援認定者に対する調査  

【生活支援等に関する実態調査】 

■ 調査対象者 

 市内在住の要支援認定者 約１５，０００人 

※平成２５年度北九州市高齢者等実態調査において調査票を送付した要支援認定者

（約１，０００人）及住所地特例者等を除く。 

 ■ 調査方法 

   業務委託による無記名のアンケート形式の郵送調査 

 ■ 実施期間（予定） 

   平成２６年７月２２日（火）～平成２６年８月１２日（火） 

 ■ 調査内容 

   ○要支援者の生活状況 

   ○介護保険サービスの利用状況 

   ○近所や地域との交流状況  など 

２．介護保険事業者等に対する調査  

【介護保険サービス意向調査】 

■ 調査対象者 

 市内で介護保険事業所を運営している法人（約８００法人）

 ■ 実施期間（予定） 

   平成２６年７月２２日（火）～平成２６年８月１５日（金） 

 ■ 調査内容 

   ○介護保険サービスにかかる今後の意向

   ○介護保険以外の生活支援サービスの実施・検討状況

   ○制度見直しにかかる参入意向  など

【生活支援サービスに関する実態調査】 

 ■ 調査対象者 

   ＮＰＯ・ボランティア団体・民間企業（約２７０団体） 

 ■ 実施期間（予定） 

   平成２６年７月２２日（火）～平成２６年８月１５日（金） 

 ■ 調査内容 

   ○介護保険以外の生活支援サービスの提供状況

   ○制度見直しにかかる参入意向  など

介護保険制度見直しに向けて実施する調査の概要 


